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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月24日(2011.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の群から選択される化合物、およびこれらの生物学的に受容可能な塩またはプロド
ラッグ：
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【表１】
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【請求項２】
　薬学的に受容可能なキャリア、アジュバントまたはビヒクルと組み合わされた、オーロ
ラキナーゼＡの阻害に有効な量の請求項１の化合物を含む、医薬組成物。
【請求項３】
　前記組成物は、約２ミクロン未満の平均粒径である粒子を含む、請求項２に記載の医薬
組成物。
【請求項４】
　前記組成物が、生分解性または非生分解性の重合体に取り込まれる、請求項２に記載の
医薬組成物。
【請求項５】
　請求項１から選択される化合物、および添加剤を含む、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記添加剤が、抗酸化剤、緩衝剤、静菌薬、液体キャリア、溶質、懸濁化剤、増粘剤、
香料添加剤、ゼラチン、グリセリン、結合剤、滑剤、不活性希釈剤、防腐剤、界面活性剤
、分散剤、生分解性高分子またはその何れかの組み合わせから選択される、請求項５に記
載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記キャリアが経口、非経口、吸入、局所的または皮内投与に適している、請求項２に
記載の医薬組成物。
【請求項８】
　疾患を有する非ヒト動物に、有効量の請求項１に記載の化合物、塩またはプロドラッグ
より選択される化合物、塩またはプロドラッグを投与することを含む、疾患を有する非ヒ
ト動物を治療する方法であって、前記疾患が自己免疫疾患、炎症性疾患、神経性疾患また
は神経変性疾患、癌、循環器疾患、アレルギー、喘息またはホルモン関連の疾患である、
方法。
【請求項９】
　癌を有する非ヒト動物に、癌の治療に有効な量の、請求項１に記載の化合物、塩または
プロドラッグより選択される化合物、塩またはプロドラッグを投与することを含む、癌を
有する非ヒト動物を治療する方法。
【請求項１０】
　前記癌が充実性腫瘍、血液感染性腫瘍、乳癌、卵巣癌、子宮頸癌、前立腺癌、睾丸癌、



(24) JP 2010-529193 A5 2011.3.10

尿生殖路癌、食道癌、喉頭癌、膠芽細胞腫、神経芽細胞腫、胃癌、皮膚癌、角化棘細胞腫
、肺癌、扁平上皮癌、大細胞癌、小細胞癌、肺腺癌、骨肉腫、結腸癌、腺腫、膵臓癌、腺
癌、甲状腺癌、濾胞腺癌、未分化癌、乳頭癌、精上皮腫、黒色腫、肉腫、膀胱癌、肝臓癌
および胆道癌、腎臓癌、脊髄障害、リンパ障害、ホジキン腫、毛様細胞癌、口腔癌、咽頭
癌、口唇癌、舌癌、口癌、咽頭癌、小腸癌、結腸直腸癌、大腸癌、直腸癌、脳癌および中
枢神経系癌、または白血病である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　好ましくない新血管形成を有する非ヒト動物に、有効量の請求項１に記載の化合物、塩
またはプロドラッグより選択される化合物、塩またはプロドラッグを含む組成物を投与す
ることを含む、好ましくない新血管形成に関連する疾患を有する非ヒト動物を治療する方
法。
【請求項１２】
　前記好ましくない新血管形成に関連する疾患が、眼内血管新生性疾患、糖尿病性網膜症
、未熟児網膜症、角膜移植拒絶反応、血管新生緑内障および水晶体後部線維増殖症、流行
性角結膜炎、ビタミンＡ欠乏症、コンタクトレンズの過剰使用、アトピー性角膜炎、上辺
縁角膜炎、翼状片角膜炎乾燥、シェーグレン症候群、酒さ、フィレクテヌローシス、梅毒
、マイコバクテリア感染症、脂質変性、化学熱傷、細菌性潰瘍、真菌性潰瘍、単純ヘルペ
ス感染症、帯状疱疹感染症、原虫感染症、カポジ肉腫、モーレン潰瘍、テリエン辺縁変性
、辺縁表皮剥奪、精神的外傷、関節リウマチ、全身性狼瘡、多動脈炎、ウェゲナーサルコ
イドーシス、強膜炎、スティーブン-ジョンソン病、類天疱瘡、放射状角膜切除術、また
は角膜グラフ拒絶反応、類肉腫、鎌状赤血球貧血、弾性線維性仮性黄色腫、パジェット病
、静脈閉塞、動脈閉塞、頸動脈閉塞疾患、慢性ブドウ膜炎／硝子体炎、ライム病、全身性
紅斑性狼瘡、イールズ病、ベーチェット病、網膜炎または脈絡膜炎を引き起こす感染症、
推定眼ヒストプラスマ症、ベスト病、近眼、視窩、スターガート病、扁平部炎、慢性網膜
剥離、過粘稠度症候群、トキソプラズマ症またはレーザー後合併症であることを特徴とす
る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　炎症性疾患を有する非ヒト動物に、有効量の請求項１に記載の化合物、塩またはプロド
ラッグより選択される化合物、塩またはプロドラッグを投与することを含む、炎症に関連
する炎症性疾患を有する非ヒト動物を治療する方法。
【請求項１４】
　前記炎症性疾患が内皮細胞の過剰または異常刺激、アテローム性動脈硬化、血管機能不
全、異常創傷治癒、炎症性および免疫障害、ベーチェット病、通風または通風性関節炎、
関節リウマチを伴う異常な血管形成、皮膚病、乾癬、糖尿病性網膜症、未熟児網膜症、水
晶体後部線維増殖症、黄斑変性症、角膜移植拒絶反応、血管新生緑内障またはオスラー・
ウェバー症候群である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ＧＳＫ‐３によって媒介された疾患を有する非ヒト動物に、有効量の請求項１の化合物
、塩またはプロドラッグより選択される化合物、塩またはプロドラッグを投与することを
含む、ＧＳＫ‐３媒介の疾患を有する非ヒト動物を治療する方法。
【請求項１６】
　前記ＧＳＫ‐３によって媒介された疾患が、糖尿病、アルツハイマー病、ハンチントン
病、パーキンソン病、エイズ関連の認知症、筋萎縮性側索硬化症(ＡＭＬ)、多発性硬化症
(ＭＳ)、統合失調症、心筋細胞肥大、再かん流／局所貧血または禿頭症である、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記化合物が、錠剤、カプセル、トローチ剤、カシェ、溶液、懸濁液、乳濁液、粉末、
煙霧質、座薬、噴霧、トローチ、膏薬、クリーム、ペースト、発泡体、ジェル、タンポン
、ペッサリー、顆粒、急速静注薬、うがい薬または経皮貼布の形式で投与される、請求項
８に記載の方法。
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【請求項１８】
　自己免疫疾患、炎症性疾患、神経性疾患または神経変性疾患、癌、循環器疾患、アレル
ギー、喘息またはホルモン関連の疾患の治療剤製造のための、請求項１の化合物、塩また
はプロドラッグより選択される、化合物、塩またはプロドラッグの使用。
【請求項１９】
　癌の治療剤製造のための、請求項１の化合物、塩またはプロドラッグより選択される、
化合物、塩またはプロドラッグの使用。
【請求項２０】
　前記癌は、充実性腫瘍、血液感染性腫瘍、乳癌、卵巣癌、子宮頸癌、前立腺癌、睾丸癌
、尿生殖路癌、食道癌、喉頭癌、膠芽細胞腫、神経芽細胞腫、胃癌、皮膚癌、角化棘細胞
腫、肺癌、扁平上皮癌、大細胞癌、小細胞癌、肺腺癌、骨肉腫、結腸癌、腺腫、膵臓癌、
腺癌、甲状腺癌、濾胞腺癌、未分化癌、乳頭癌、精上皮腫、黒色腫、肉腫、膀胱癌、肝臓
癌および胆道癌、腎臓癌、脊髄障害、リンパ障害、ホジキン腫、毛様細胞癌、口腔癌、咽
頭癌、口唇癌、舌癌、口癌、咽頭癌、小腸癌、結腸直腸癌、大腸癌、直腸癌、脳癌および
中枢神経系癌、または白血病である、請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
　好ましくない新血管形成に関連する疾患の治療剤製造のための、請求項１の化合物、塩
またはプロドラッグより選択される、化合物、塩またはプロドラッグの使用。
【請求項２２】
　前記好ましくない新血管形成に関連する疾患は、眼内血管新生性疾患、糖尿病性網膜症
、未熟児網膜症、角膜移植拒絶反応、血管新生緑内障および水晶体後部線維増殖症、流行
性角結膜炎、ビタミンＡ欠乏症、コンタクトレンズの過剰使用、アトピー性角膜炎、上辺
縁角膜炎、翼状片角膜炎乾燥、シェーグレン症候群、酒さ、フィレクテヌローシス、梅毒
、マイコバクテリア感染症、脂質変性、化学熱傷、細菌性潰瘍、真菌性潰瘍、単純ヘルペ
ス感染症、帯状疱疹感染症、原虫感染症、カポジ肉腫、モーレン潰瘍、テリエン辺縁変性
、辺縁表皮剥奪、精神的外傷、関節リウマチ、全身性狼瘡、多動脈炎、ウェゲナーサルコ
イドーシス、強膜炎、スティーブン-ジョンソン病、類天疱瘡、放射状角膜切除術、また
は角膜グラフ拒絶反応、類肉腫、鎌状赤血球貧血、弾性線維性仮性黄色腫、パジェット病
、静脈閉塞、動脈閉塞、頸動脈閉塞疾患、慢性ブドウ膜炎／硝子体炎、ライム病、全身性
紅斑性狼瘡、イールズ病、ベーチェット病、網膜炎または脈絡膜炎を引き起こす感染症、
推定眼ヒストプラスマ症、ベスト病、近眼、視窩、スターガート病、扁平部炎、慢性網膜
剥離、過粘稠度症候群、トキソプラズマ症またはレーザー後合併症である、請求項２１に
記載の使用。
【請求項２３】
　炎症に関連する炎症性疾患の治療剤製造のための、請求項１の化合物、塩またはプロド
ラッグより選択される、化合物、塩またはプロドラッグの使用。
【請求項２４】
　前記炎症性疾患は、内皮細胞の過剰または異常刺激、アテローム性動脈硬化、血管機能
不全、異常創傷治癒、炎症性および免疫障害、ベーチェット病、通風または通風性関節炎
、関節リウマチを伴う異常な血管形成、皮膚病、乾癬、糖尿病性網膜症、未熟児網膜症、
水晶体後部線維増殖症、黄斑変性症、角膜移植拒絶反応、血管新生緑内障またはオスラー
・ウェバー症候群である、請求項２３に記載の使用。
【請求項２５】
　ＧＳＫ‐３媒介の疾患の治療剤製造のための、請求項１の化合物、塩またはプロドラッ
グより選択される、化合物、塩またはプロドラッグの使用。
【請求項２６】
　前記ＧＳＫ‐３媒介の疾患は、糖尿病、アルツハイマー病、ハンチントン病、パーキン
ソン病、エイズ関連の認知症、筋萎縮性側索硬化症(ＡＭＬ)、多発性硬化症（ＭＳ）、統
合失調症、心筋細胞肥大、再かん流／局所貧血または禿頭症である、請求項２５に記載の
使用。
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【請求項２７】
　前記化合物は、錠剤、カプセル、トローチ剤、カシェ、溶液、懸濁液、乳濁液、粉末、
煙霧質、座薬、噴霧、トローチ、膏薬、クリーム、ペースト、発泡体、ジェル、タンポン
、ペッサリー、顆粒、急速静注薬、うがい薬または経皮貼布の形式で投与される、請求項
１８に記載の使用。
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